
知立市マスコットキャラクター

「ちりゅっぴ」

代理受領とは

耐震改修などの補助金の申請者が、工事等の契約を締結した者（事業者）に補助金の受領を委

任することで、事業者が直接補助金を受領することができる制度です。

この制度を利用することにより、申請者は、工事費用のうち補助金を差し引いた金額を用意

すればよいため、自己で用意する資金の負担が少なくできます。

・補助金交付にあわせ別途書類の提出が必要です。

・申請者と工事業者が代理受領について合意していることが必須です。

・代理受領を行うことを申請者へ意思確認するため、代理受領確認通知書を配達証明郵便で

郵送いたします。受け取りが確認できない場合は代理受領ができませんのでご注意ください。

・代理受領の全体の流れについては裏面をご覧ください。

申請・お問い合わせ 知立市建設部建築課（市役所４階）

☎ ０５６６－９５－０１２８（直通）

✉ kentiku＠city.chiryu.lg.jp

代理受領制度にて利用できる補助金事業「耐震等関連事業」は

以下の7事業です。

(1) 知立市民間木造住宅耐震改修費補助金

(2) 知立市既設民間住宅等耐震化促進費補助金

(3) 知立市非木造住宅耐震診断費補助金

(4) 知立市非木造住宅耐震改修工事費補助金

(5) 知立市耐震シェルター等設置補助金

(6) 知立市ブロック塀等撤去費補助金

(7) 知立市瓦屋根改修費等補助金

知立市代理受領補助制度のご案内

工事費用が２５０万円、補助金が１２０万円の場合

代理受領ができる補助金について

代理受領の注意点

詳細はホームページ又はお電話

にてご確認ください。

検索知立市 代理受領



 

代理受領の流れについて

知立市マスコットキャラクター

「ちりゅっぴ」

代理受領を活用すると

準備する資金が少なく

なるっぴ。

申請・お問い合わせ 知立市建設部建築課（市役所４階）

☎ ０５６６－９５－０１２８（直通）

✉ kentiku＠city.chiryu.lg.jp

補助金交付申請

補助金交付決定

工事着手

完了実績報告書の提出

補助金額確定通知

⑥補助金交付請求書提出

申請者へ補助金交付

②代理受領届出書確認通知

書（様式第２）の送付
（配達証明郵便で郵送）

※受け取りが確認できない場合は代理

受領することができません。

④代理受領に係る委任状を提出

⑤工事業者へ補助金を交付

③工事取下届

補助金交付（通常の場合）の流れ 代理受領（通常の場合）の流れ

工事を取り下げる場合

②の通知を受けてから⑥

の請求書提出までに提出

詳細はホームページ又はお電話

にてご確認ください。

検索知立市 代理受領

①代理受領届出書の提出（様式第１）


